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はじめに
山形県の家畜保健衛生所では、農林水産省消費・安

全対策交付金事業「慢性疾病対策事業」、「診断予防技
術向上対策事業」等を活用し、養豚場における生産性
向上のため、指導を希望する農場に対して豚の病性鑑
定、細菌分離培養及び薬剤感受性試験、ステージ別採
血による抗体検査、遺伝子検査等を実施し、薬剤の適
正使用、ワクチンプログラムの見直し、ピッグフロー
に沿った飼養管理方法の見直し、豚舎内外の消毒等を
指導してきた。
また、本県では、食肉検査データを生産者及び畜産

関係機関に還元し有効活用することを目的とし、１９９４
年１０月に環境保健部長と農林水産部長の連名で食肉検
査データ還元事業実施要領を定めた。これにより希望
する生産者並びに家畜保健衛生所に対して食肉衛生検
査所から月１回食肉検査データが紙媒体もしくは電磁
データで還元され、生産性向上に活用されてきた。
食肉検査データは、基本的には肉眼的所見の有無に

ついてのみ還元されている。ただし検査項目の内、マ
イコプラズマ性肺炎（MPS）と胸膜肺炎については、
２００９年度まで３段階のグレード別に還元され、それ以
降は所見の有無について還元されている。
今回、これらのデータを活用した慢性疾病対策事例

２例について紹介する。

症例１
１　農場の概要
農場は、繁殖母豚１４０頭規模の繁殖・肥育一貫経営

で、繁殖豚は自家育成している。人工授精用精液は一
部県外種豚場から導入している。労働力は、畜主本人
の他に半日勤務の従業員１名の計２名である。２００３年

２月、離乳豚における死亡事故が増加したため、畜主
から家畜保健衛生所に依頼があり衛生指導を開始した。

２　病性鑑定成績
２００３年２月、被害の状況を確認するため、農場に立
入し離乳豚の病性鑑定を実施した。農場では、離乳豚
で発育不良豚が各群に３から４割程度認められ、剖検
所見では鼻甲介の高度萎縮・消失、全身リンパ節の腫
大、肺の間質性肺炎と肝変化が顕著に認められた。
PCR検査 1-4)では、豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）
ウイルス、豚サーコウイルス２型（PCV２）、Myco-
plasma hyopneumoniae（Mhp）、Mycoplasma hyorhinis
（Mhr）が検出された（表１）。病理組織学的検査成績
から離乳後多臓器性発育不良症候群（PMWS）と診断
した。

３　細菌分離培養検査並びに薬剤感受性成績
２００３年２月、２００５年９月、２００７年７月、２００８年９月
に実施した細菌分離培養検査では、肺からStreptococ-
cus suis ２型、Pasteurella multocida（Pm）、Haemophilus 
parasuis等が分離された。これら分離菌株の薬剤感受
性試験を実施し、その成績を基に離乳後に添加剤とし
て使用する薬剤の選定と適正使用を指導した。２００３年
２月までは、ペニシリン・ストレプトマイシンの合剤、
クロルテトラサイクリン製剤、フロルフェニコール製
剤（FF）の３種類の抗菌剤を混合して添加していたが、
薬剤の飼料添加は必要最小限にするよう指導し、ペニ
シリン・ストレプトマイシンの合剤１種類のみとした。
２００７年７月に実施した病性鑑定で分離されたPmの薬
剤感受性成績ではアンピシリン製剤（ABPC）で感受
性の低下が認められたこと及びマイコプラズマ対策の
ため、オキシテトラサイクリン製剤（OTC）に変更、
２００８年９月に実施した病性鑑定で分離されたPmの薬
剤感受性成績では、OTCに耐性が認められたため、ド
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キシサイクリン製剤（DOXY）に変更を行なうなど、
薬剤感受性成績を考慮して必要に応じて使用薬剤の変
更を実施した（表１）。

４　ワクチンプログラムの見直し
農場のワクチンプログラムを確認したところ、２００３

年２月の時点では繁殖母豚への萎縮性鼻炎（AR）ワク
チンは、分娩１カ月前に１回のみ接種を実施していた。
病性鑑定豚で鼻甲介の高度萎縮が認められたためス
テージ別採血を実施し、牛胎子肺細胞を用いたPm毒
素（PmT）中和抗体検査 5)を実施したところ、２００３年
２月の時点では母豚においても抗体価が低い個体が多
く認められたため、経産豚への補強接種と育成時に基
礎免疫として２回追加接種するようワクチンプログラ
ムの見直しを指導した。また、母豚の補強接種が終了

するまでの約３カ月程度、子豚へのワクチン接種を指
導したが、労力的に難しいとのことで実施できなかっ
た。２００６年、再度抗体検査を実施したところ、母豚の
抗体価は全体的に上昇したものの子豚の抗体価は個体
によるバラツキが多く認められた。そこで、２００６年１２
月よりこれまで使用してきた水酸化アルミニウムア
ジュバントワクチンから同じ抗原を用いたオイルア
ジュバントワクチンに変更し、育成豚の基礎免疫は１
回とした。２００８年、再度抗体検査を実施したところ、
母豚及び子豚の移行抗体いずれも十分な抗体価が確認
され、個体によるバラツキも改善されていた（図１）。
また、２００３年２月の時点でMPSワクチンを接種し

ていなかったため、１週齢と３週齢でワクチン接種を
実施するよう指導した。さらに、２００８年１０月にはPCV
２ワクチンが入手できるようになったため本ワクチン
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の接種を開始した。

５　飼養衛生管理の改善指導
農場内でPRRSやその他の感染症が蔓延しているこ

とが推察されたため、ピッグフローに沿った作業動線
の改善を指導した。指導以前は分娩・離乳舎から肥育
舎へは、連結された通路により両方向に移動していた
が、肥育豚舎側から分娩・離乳舎側への移動を禁止し
た。また、一日の作業手順も、繁殖舎、分娩・離乳舎
の順に管理を実施し、最後に肥育舎に移動し管理する
こととし、再度繁殖舎や分娩・離乳舎に入る場合には、
自宅に戻りシャワーを浴び着替えをした後に入場する
ように指導した。また、２００６年５月肥育豚においてサ
ルモネラ症が発生したことから、これを機に離乳舎と
肥育舎のパーシャルデポピュレーションを実施した。
実施以前は、肥育豚房は水洗のみで消毒は実施されず、
空舎期間を設けることなく新たな豚群が導入されてい
た。また、空いた豚房に順次導入されるため、日齢に
関係なく不規則に豚群が配置され、空き豚房が全くな
い状態であった。そこで、肥育豚を通常出荷体重より
早めにまとめて出荷し、残った豚を概ね日齢順に移動・
集約することによりエリアごとに空き豚房を作った。
空き豚房を温水で洗浄後、逆性石鹸で発泡消毒し、そ
の後石灰乳を塗布し、新たな豚群を導入したところ、
サルモネラ症の発生は認められなくなった。
２００６年１２月、離乳時のストレス低減のため、離乳時
から１週間程度、１日３回、給与している粉ミルク１

頭当り約１０gをぬるま湯約５０mlで溶かして給与するこ
とを指導した。実際には、離乳後４日間、一日２回の
給与が実施されたが、本対策は離乳後の食下量の低下
を抑制し、飼料添加剤の確実な給与につながったと考
えられる。また、母豚からの移行抗体を確実に摂取す
るため、分娩直後の分割授乳についても指導を行なっ
たが、労力的に難しく実施には至らなかった。

６　事故率と食肉検査データの視覚化と情報共有
慢性疾病対策を段階的に実施したことにより、発育
不良豚は減少し、離乳豚及び肥育豚の発育は良好とな
り、死亡事故も減少した。農業共済組合肉豚事故率（事
故頭数 / 引き受け頭数）は２００３年度１４．６％から２００８年度
９．６％、２００９年度３．６％に改善した（図２）。
同時期の食肉検査データにおけるMPSの発生率は、

２００２年には５０．６％であったが、２００３年４月にMPSワ
クチンの接種を開始したことにより、２００４年には１６．０％
まで減少した（図３）。その後、２００５年２０．９％、２００６年
２３．３％とやや発生率の増加が認められたが、２００６年５
月から９月に実施したパーシャルデポピュレーション
により、２００７年には１７．３％と再度減少に転じた。その
後２００８年１０月からPCV２ワクチンの接種を開始したと
ころ、MPSの発生率は２００９年に１９．４％、２０１０年に
１１．６％となり、それ以降９～１６％程度で推移している
（図４）。
これらのデータをグラフ化し、畜主、臨床獣医師、
共済組合、農協等関係機関で情報を共有することで、
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実施した対策の効果を随時実感することができた。

７　生産性指標
これまでの指導を通じて生産性がどれだけ改善した

かをいくつかの指標で確認した。繁殖母豚飼養頭数は、
２００２年は１４０頭であったが、２００８年には１２０頭、２０１７年
には１１０頭まで減らすことができた。平均出荷日齢は
２００２年に２０１日齢であったが、２００８年には１８７日齢、
２０１７年には１８０日齢まで改善した。肉豚１頭当たりの
薬剤費は、２００２年１，４８３円であったが、離乳豚に使用し
ていた抗菌剤を必要最小限にすることで、２００８年は
７８４円に削減できた。その後、PCV２ワクチンやコクシ
ジウム予防薬などをプログラムに追加したため、２０１７
年は１，０００円となった。肉豚１頭当たりの生産費用は、
２００２年と比較して２００８年には３，２１９円、２０１７年には
４，３４５円の削減となった。この金額に年間出荷頭数を
乗じた収益試算では、２００２年に比較して２００８年には約
７７０万円の増収、２０１７年には約８５０万円の増収となった。

８　まとめ
本症例では、２００２年から長期間にわたり、畜主がで
きることから一つずつ疾病対策を実践してきた。また、
新たに市販されたワクチン等の活用により、生産性が
向上した。その際、必要に応じて病性鑑定や血液検査
を実施し、その検査成績や事故率、食肉検査データ等
を用いて効果を実感しながら対策を進めることができ

た。当所からの指導事項及び生産性指標について年表
（表２）にまとめた。慢性疾病対策は、一朝一夕にして
改善することは困難であり、畜主がその実態を正しく
認識し、自らの管理の問題点を把握し、自ら行動して
いくことが重要である。このためには、畜主が科学的
なデータに基づいて効果が実感できるよう、検査成績
や食肉検査データ等を視覚的にわかりやすく加工し、
日々の管理に自信をもって継続できるよう、関係機関
が共通認識をもって側面から支援をすることが重要で
ある。

症例２
１　農場の概要
農場は、繁殖母豚３５０頭規模の繁殖・肥育一貫経営で、
繁殖豚は系列の管内種豚場から導入している。人工授
精用精液は県外種豚場から導入している。労働力とし
て、繁殖部門で常時３名、肥育部門で常時３名が従事
している。豚舎はツーサイトで、農場間は直線距離で
約１０km離れている。２０１６年１１月及び２０１７年５月に、
肥育豚における死亡事故が増加したため、管理獣医師
から依頼があり病性鑑定を実施した。

２　病性鑑定成績
２０１６年１１月に２頭、２０１７年５月に１頭、死亡した肥
育豚の病性鑑定を実施した。肥育農場では、各群の３
から４割程度にアイパッチが認められた。剖検所見で
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は、気管内泡沫状物貯留、肺のうっ血、胸膜炎、化膿
性肺炎、肺門リンパ節の腫大、鼻甲介の高度萎縮が確
認された。２０１７年の検体を用いたPCR検査 1,3,4)では、
PRRSウイルス、PCV２、Mhp、Mhrいずれも検出さ
れなかった（表３）。

３　細菌分離培養検査並びに薬剤感受性成績
細菌分離培養検査では３頭に共通して、肺、心臓、

肝臓、腎臓、脾臓からPmが分離された。これら分離
菌株の薬剤感受性試験を実施したところ、カナマイシ

ンが耐性、ペニシリン、スルファメトキサゾール・ト
リメトプリム合剤が中間と判定された。通常、離乳舎
から肥育農場へ移動する際にアモキシシリン製剤の注
射薬が投与され、肥育農場に移動後は、DOXYの飼料
添加が行なわれていた。また、肥育豚で呼吸器症状が
確認された場合にはABPCの注射薬が３日間投与さ
れていた（表３）が、死亡事故は減少しなかった。

４　ワクチンプログラムの見直し
剖検所見で３頭に共通して鼻甲介の高度萎縮が認め

Pasteurella multocida Pasteurella multocida Pasteurella multocida
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られ、肥育農場の豚にはアイパッチが多数確認された。
このためARの抗体が母豚から子豚へ十分移行されて
いない可能性が示唆されたため、管理獣医師に対し繁
殖農場の分娩舎における分割授乳を提案したが、労力
的に難しいため実施できないとの回答があった。そこ
で、肥育農場へ移動する前にPmTワクチンを接種す
る提案を行なったところ、ワクチン接種が２０１７年７月
から開始された。

５　事故率と食肉検査データ
事故率（死亡頭数 / 導入頭数）はPmTワクチン接種
開始後から徐々に減少し、２０１６年１１月から２０１７年５月
の平均事故率は５．６％であったが、２０１７年１１月から
２０１８年５月までの平均事故率は３．０％に改善した（図
５）。
また、食肉検査データにおける MPS発生率は、

PmTワクチン接種後徐々に減少傾向を示した（図６）。
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６　生産性指標
農場管理者から提供のあった生産指標によると、肥

育農場における一日平均増体重（kg/ 日）、肥育日数、
飼料要求率は２０１７年４月では、それぞれ０．７３、１０７日、
３．３９であったが、２０１８年４月にはそれぞれ０．８８、９４日、
３．０３まで改善した。

７　まとめ
本症例では、管理獣医師からの依頼により病性鑑定

を実施し、その成績を基に提案した対応可能な対策を
実施することにより、生産性が向上した。当該農場の
管理獣医師と農場管理者は、食肉検査データや生産性
指標を毎月分析し、その問題点について話し合い、必
要に応じて当所に病性鑑定を依頼している。当所では、
養豚農家や獣医師対象の研修会を毎年開催し、これま
で取り組んできた様々な対策事例を紹介してきた。日
頃より養豚農家や管理獣医師と情報交換を実施するこ
とで、慢性疾病による被害が大きくならないうちに対
策に取り組めた事例である。

おわりに
今回、当管内の慢性疾病対策事例を紹介した。慢性

疾病対策を実施するにあたり、重要なポイントは、ま
ず被害の現状を正しく認識するため病性鑑定を実施す
ること。有意な菌が分離された場合には薬剤感受性試
験を実施し、必要な時期に必要最小限の適切な投薬を
実施すること。ワクチンプログラムが適切か確認をす
ること。また、必要に応じて抗体検査等も実施するこ
と。ピッグフローに沿った作業動線が確保できている
か、温湿度管理、換気は適切に実施されているかなど
の飼養衛生管理状況を確認すること。検査成績、食肉
検査データ、事故率等について、畜主、管理獣医師、
関係機関等が情報を共有し対策の効果について確認し
ながら進めることなどが挙げられる。
これらのポイントを押さえながら、今後も養豚経営

の生産性向上のため、慢性疾病対策に取り組んでいき
たい。
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